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◎
申
告
書
の
作
成
に
活
用
を

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
の「
確

定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」で
は
、

画
面
の
案
内
に
従
っ
て
入
力
す
れ

ば
、
自
動
計
算
に
よ
り
、
申
告
書
な

ど
を
作
成
で
き
ま
す
。
印
刷
し
た
申

告
書
は
そ
の
ま
ま
税
務
署
に
提
出
で

き
ま
す
。

☆
詳
し
く
は
、
立
川
税
務
署
☎
523

１
１
８
１
へ
。

　
２
月
か
ら
市・都
民
税
、所
得
税
の

申
告
受
け
付
け
が
始
ま
り
ま
す
。
期

間
・
会
場
な
ど
は「
広
報
あ
き
し
ま
」

２
月
１
日
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

◎
税
理
士
に
よ
る
小
規
模
納
税
者
な

ど
の
た
め
の
無
料
申
告
相
談
会

　
作
成
し
た
申
告
書
は
当
日
提
出
で

き
ま
す
の
で
、
申
告
書
作
成
に
必
要

な
源
泉
徴
収
票
、
印
鑑
、
国
民
年
金

保
険
料
・
寄
附
金
な
ど
の
支
払
い
を

証
明
す
る
書
類
、
生
命
保
険
料
控
除

証
明
書
な
ど
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　
還
付
申
告
の
場
合
は
、
還
付
金
の

振
り
込
み
先
の
口
座
が
分
か
る
も
の

も
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
な
お
、
車
で

の
来
場
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

◇
日
時　

２
月
５
日（
木
）〜
13
日

（
金
）の
午
前
９
時
15
分
〜
午
後
０

時
30
分（
受
け
付
け
は
午
前
11
時

ま
で
）、
午
後
１
時
30
分
〜
４
時

（
受
け
付
け
は
午
後
３
時
30
分
ま

で
）

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
き
ま
す
。

※ 

混
雑
時
に
は
、
早
め
に
受
け
付
け

を
締
め
切
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

◇
場
所　
市
役
所
市
民
ホ
ー
ル

◇
対
象

＊
年
金
受
給
者
の
方
で
、公
的
年
金
等

の
収
入
金
額
が
400
万
円
を
超
え
る

方
、
公
的
年
金
の
雑
所
得
以
外
の

所
得
金
額
が
20
万
円
を
超
え
る
方

＊
年
末
調
整
を
し
て
い
な
い
給
与
所

得
者
の
方　
な
ど

※
高
額
所
得
者
や
相
談
内
容
が
複
雑

な
方
は
、
各
自
で
税
理
士
に
ご
相

談
い
た
だ
く
か（
有
料
）、税
務
署
の

作
成
会
場
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◇
内
容　
所
得
税
申
告
書
の
書
き
方

及
び
所
得
税
・
事
業
税
な
ど
の
申

告
相
談（
譲
渡
・
贈
与
・
相
続
関
係

の
相
談
を
除
く
）

※
申
告
書
を
提
出
す
る
だ
け
の
場
合

は
受
け
付
け
ら
れ
ま
せ
ん
。直
接
立

川
税
務
署
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
申
告
書
の
作
成
・
提
出
会
場

　
所
得
税（
復
興
特
別
所
得
税
）・
贈

与
税
・
個
人
消
費
税
の
申
告
書
の
作

成
・
提
出
会
場
を
設
置
し
ま
す
。

　
来
場
の
際
は
、
公
共
交
通
機
関
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◇
期
間　
２
月
２
日（
月
）〜
３
月
16

日（
月
）の
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

（
受
け
付
け
は
午
前
８
時
30
分
か

ら
）

※
土・日
曜
日
、
祝
日
を
除
き
ま
す
。

た
だ
し
、
２
月
22
日（
日
）と
３
月

１
日（
日
）は
開
設
し
ま
す
。

※
混
雑
時
に
は
、
早
め
に
受
け
付
け

を
締
め
切
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

◇
場
所　

立
川
地
方
合
同
庁
舎（
立

川
市
緑
町
４-

２
）

◎
所
得
税
の
還
付
に
つ
い
て

　
給
与
所
得
な
ど
の
あ
る
方
で
、
平

成
26
年
中
に
次
の
よ
う
な
理
由
で
源

泉
徴
収
税
額
が
過
納
と
な
っ
て
い
る

場
合
は
、
源
泉
徴
収
さ
れ
た
所
得
税

が
還
付
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

＊
住
宅
ロ
ー
ン
な
ど
を
借
り
入
れ
て

住
宅
を
取
得
し
た

＊
多
額
の
医
療
費
を
支
払
っ
た

＊
寄
附
金
・
義
援
金
を
支
払
っ
た

＊
年
の
途
中
で
退
職
し
た

＊
26
年
分
の
所
得
が
公
的
年
金
等
に

係
る
雑
所
得
の
み
で
源
泉
徴
収
さ

れ
て
い
る　
な
ど

◎
郵
送
で
の
提
出
は
こ
ち
ら
へ

◇
宛
先　
〒
190-
８
５
６
５　
立
川

税
務
署

※
申
告
書
の「
控
」も
記
入
し
て
く
だ

さ
い
。

※
宛
先
を
記
入
し
切
手
を
貼
っ
た

返
信
用
封
筒
を
同
封
し
て
く
だ
さ

い
。

市
・
都
民
税

所

得

税
　
申
告
準
備
は
お
早
め
に

▼�個人住民税の住宅ローン控除の対象
居住開始年月日 控除額
平成26年１月１日

～３月31日
所得税の課税総所得金額等の
５％／上限９万7500円

平成26年４月１日
～ 29年12月31日

所得税の課税総所得金額等の
７％／上限13万6500円（※）

※ 住宅を取得する際の消費税率が５％の場合
は、控除額も所得税の課税総所得金額等の
５％（上限９万7500円）で算出されます。

◎
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
延
長
・
拡
充

　
個
人
住
民
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
に
つ

い
て
、
対
象
と
な
る
居
住
開
始
年
月
日
が

下
の
表
の
と
お
り
改
正
さ
れ
ま
す
。

◎�

上
場
株
式
な
ど
の
所
得
に
係
る
軽
減
税

率
の
廃
止

　
上
場
株
式
な
ど
の
譲
渡
所
得
等
及
び
配

当
所
得
に
係
る
軽
減
税
率（
所
得
税
７
％

+

住
民
税
３
％
）の
特
例
措
置
が
廃
止
さ

れ
、
20
％（
所
得
税
15
％+

住
民
税
５
％
）

の
税
率
と
な
り
ま
す
。

☆
詳
し
く
は
、
市
民
税
係
へ
。

平
成
27
年
度 

市
・
都
民
税
の
改
正
点

　次のとおり調査を行いますので、
ご協力をお願いします。
◎工業統計調査
　経済産業省が、工業の実態を明ら
かにするために実施するものです。
　１月中に、調査員証を携帯した
調査員が製造業の事業所を訪問し
ます。
◎2015年農林業センサス
　農林水産省が、農林業の実態を
明らかにするために実施するもの
です。
　１月中に、調査員証を携帯した
調査員が農林業を行う世帯などを
訪問します。
☆詳しくは、企画政策室へ。

調査にご協力を


